
 

２０１８年２月定例会総務委員会報告 

        報告者 梅原 和喜 

*中村照夫議員、野口達也議員が所属 

議会開会日 2月 21日（水）から 3月 15日（木） 

常任委員会 3月 5日（月）から 3月 13日（火） 

●３月５日（月） １０時~ 

第 44号 過疎地域自立促進市町村計画について 

「建設水道委員会」で関連する（野母崎地区プール廃止条例）議案

が審議中の為、翌日以降に再審査する事になった。 

第 45号議案~第 47号議案は一括質疑、採決は議案毎に行った。 

第 45号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画について 

 （高島辺地） 

☆ 原案可決 

第 46号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画について 

   （池島辺地） 

☆ 原案可決 

 

 



第 47号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画について 

    （尾戸辺地） 

 ☆原案可決 

 

第 29号 長崎市手数料条例の一部を改正する条例 

 ☆原案可決 

 

第 25号 長崎市附属機関に関する条例の一部を改正する条例 

 ☆原案可決 

第 26号 長崎市職員退職手当条例等の一部を改正する条例 

 ☆原案可決 

第 48号 公の施設の指定管理者の指定について 

（長崎市市民活動センター） 

☆ 原案可決 

-------------------------------  散会 ------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 



3月 6日（火） 

「所管事項調査」 

総務部 

 

１． 平成３０年４月１日付組織改正 

・職員のレベルアップ、組織力向上の為に組織改革を実施する。 

・総務部人事課より「職員研修所」を新しく設置する。 

・「安全安心課」を廃止する。総合事務所新設により業務が各地域

センターに業務移管を行ったため。 

２． 行政サテライト機能再編成プロジェクトについて 

・暮らしやすい地域をつくるために、合併時に設置した「支所」、

「行政センター」を含めた市役所の組織を平成２９年１０月１日

から再編成して、地域と連携しやすい市役所の体制を整えた。 

・今後も「身近」で「スピーデイー」に「地域の特性に合った」行   

 政サービスを提供し、地域の課題を市民と行政がお互いの強みを

活かして解決することで、将来も暮らしやすいまちをつくってい

くこととしている。 

・平成３０年１月１５日から２月７日にかけて、地域センターのサ



ービス検証と利用促進をも目的として、市内２０か所の地域セン

ターの利用者１，８２５人に対しアンケート調査を実施し、その

結果を今後の行政運営に活かしてく。 

 

企画財政部 

理財部 

 

 

１． 平成 28年度決算に係る財務書類につい 

（１） 公会計改革の目的 

（２） 統一的な基準による地方公会計の概要 

（３） 作成する財務書類の概要 

（４） 一般会計の財務４票 

 ・貸借対照表 ・行政コスト計算書 ・純資産変動計算書 

 ・資金収支計算書 

 

第１５号 平成３０年度長崎市財産区特別会計予算 

 ・財産管理費交付金      ２，７１０万７，０００円 

 ・住民福利厚生費金交付金   １，２６６万６，０００円 

☆ 原案可決 



「所管事項調査」 

理財部 

１． 市有地の処分について 

 ・長崎市横尾３丁目 1894番を含む、合計７件 

２． 平成３０年度市有地処分に係る売却計画について 

 ・長崎市出来大工町６２番１を含む１４件 

 

第５６号 包括外部監査契約の締結について 

・外部監査制度の概要 ・包括外部監査実施のフォロー図 

・包括外部監査契約の概要・包括外部監査人の資格及びテーマ 

☆ 原案可決 

第４号 平成２９年度長崎市一般会計補正予算（第７号） 

企画財政部 

長崎市市民活動センター指定管理費（Ｈ３０~Ｈ34年度迄） 

・限度額・・・・・・・・ ８，８４１万９千円 ☆原案可決 

企画財政部・理財部      

基金積立金 減債基金 

補正額・・・・・・・ １憶８，９９６万６千円 ☆原案可決 

  



３月７日（水） 

請願１号 すべての人が安心できる年金制度の創設を求める請願

について 

 

参考人を委員会へ承知し請願趣旨について審議 

その後、市担当者より（中央地域センター）請願に対する国・市の

考え方を説明し手頂き、採決した結果 

賛成少数（１委員のみ）で本請願は不採択と決定した。 

 

第２７号 長崎市基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部

を改正する条例 

 

１． 奨学資金貸与基金 

・高等学校等への入学に係る給付型奨学金制度を創設するにあた

り、貸与型奨学金の財源となっている当該基金を給付型奨学金にも

活用するため、名称を改正する。 

２． 歴史文化資料取得金 

・長崎市の財産として後世に継承すべき資料について、必要な財源

を確保し、財政負担の平準化を図ることで、その取得を円滑に行う



ため、「歴史文化資料取得基金」を創設するもの 

 

第４４号 過疎地域自立促進市町村計画の変更について 

 

・長崎市の過疎地域（旧伊王島町、旧高島町、旧野母崎町、旧外海  

 町）の美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とする。 

・高島クリーンセンターのし尿処理施設において、前処理したし尿

を脱水設備へ送るための投入ポンプが、設置後約２５年が経過し、

老朽化していることから、更新する。 

・恐竜博物館建設事業（野母崎地区） 

 建設場所：野母崎運動公園水泳プール跡地 

 事業期間：Ｈ３０年度～Ｈ３３年度 

☆ 原案可決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「３月７日の午後から審査開始」  

第９号 平成３０年度長崎市一般会計予算（2,044億 700万円） 

重点プロジェクト 

プロジェクト名 所管部局 

1.世界遺産推進プロジェクト 企画財政部 

2.長崎サミットプロジェクト 商工部・文化

観光部 

3.国際観光客誘致プロジェクト 文化観光部 

4.出島表門橋架橋プロジェクト 文化観光部 

5.まちぶらプロジェクト まちづくり部 

6.都市再生プロジェクト まちづくり部 

7.市役所カワルプロジェクト 企画財政部 

8.市庁舎建設プロジェクト 企画財政部 

9.地域コミュニティーのしくみプロジェクト 企画財政部 

10.行政サテライト機能再編成プロジェクト 総務部 

11.公共施設マネジメント推進プロジェクト 理財部 

12.長く元気で！プロジェクト 福祉部 

13.地域包括ケアシステム構築プロジェクト 福祉部 



３月１２日（月） 

「所管事項調査」 

理財部 

「平成３０年度地方税制改正に伴う条例改正について 

１． 改正が必要な条例 

（１） 長崎市税条例（施行予定日：平成３０年４月１日） 

（２） 長崎市都市計画税条例（施行予定日：平成３０年４月 1日） 

「関係法令」 地方税法 

（平成３０年３月下旬に改正予定 

 施行予定日：平成３０年４月１日） 

２． 改正内容 

（１） 据置年度における土地の評価額の下落修正の特例措置の継続 

地方税法の一部改正に伴い、据置年度における評価額の下落

修正ができる特例措置が平成３２年度までに延長されること

となったため、同様の措置を講ずるもの。 

（２） 土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置の継続 

地方税法の一部改正に伴い、現行の負担調整額が平成３２年

度まで延長される事になった為、同様の措置を講ずるもの。 



 

第９号議案 

教育厚生委員会にて、学校給食センター建設に伴い、減額修正案が

総務委員毎委員長に亭主され、総務委員会でも委員４名の連名で修

正案を提出した。 

●歳入合計（単位：千円）  

 ２０４，３９７９４８ → ２０４，４０６，９４８ 

 

 

 

  



只今議題となっております、「第９号議案」 

平成 30年度長崎市一般会計予算について、本委員会に付託

されている部分につき、修正案に賛成し修正案を除く原案

に対し、市民クラブを代表し賛成の立場から意見を申し述

べます。 

 

先ず、第２款総務費 第１項総務管理費の事業名「地域コミ

ュニテイー推進交付金」についてです。 

本事業は、地域コミュニテイーを支えるしくみをモデル事

業として６地区において実施し、仕組みの有効性や支援の

あり方について、具体的に検証し、本年９月定例会に関連条

例を提出し、市内全域で本格的にスタートする事業内容で

す。 

モデル事業を実施する６地区においては、これまで、地域住

民によるワークショップを開催し、地域の今の問題点、課題、

将来のあるべき自分たちが住む町の事を真摯に、そして熱

心に討論をし、意見交換を重ねて来ました。この期間におい

ては、大きな成果も有ったと思いますが、課題、会議体の運



営、会議開催場所の環境について、地域からの意見もあった

と聞いております。この４月から実施するモデル事業地区

の準備期間での開催方法、運営方法等を参考にして、他の地

域の今後のより良い仕組みづくりの醸成に活かしていただ

きたいと思います。住民に寄り添い、地域、行政が一体とな

ってそれぞれの地域の住みよい町づくりとなる様、本事業

の推進を実施して頂きたい。 

次に第２款総務費 第１項総務管理費 ７目企画費 

「人」のまち「ながさき」プロモーション事業費について。 

平成２９年度に「長崎ＬＯＶＥＲＳ」の企画コンセプトを創

出し、市民への参加を呼びかけ、長崎市内への企画浸透を図

っているとの説明ですが、いまだ、市民に対してはまだ十分

な浸透が図られていないと感じます。 

今年度は、2,550万円の予算額で路面電車による広報、ＳＮ

Ｓ等を利用した情報発信が計画されています。 

企画財政部では長崎ＬＯＶＥＲＳのウインドブレーカーを

購入し、ＰＲしていると聞き及んでいます。 

大変、有効なＰＲ方法だと思います。この時期を捉えて、庁



舎全体に呼びかけ、全職員が一体となったＰＲ活動を行う

ことも是非検討して頂きたい。 

次に、第２款総務費 第１項総務管理費 22 目世界遺産保

存整備事業費について。 

「明治日本の産業革命遺産 製鉄・鉄鋼、造船、石炭産業」

の構成遺産の一つである端島炭坑の居住施設第７０号棟の

下部埋戻し工事費として１憶４，０００万円が計上されて

います。 

本工事は台風の影響で護岸が決壊したことで建物の下部の

空洞化が進みその部分を埋め戻す工事です。 

新しい工法による本工事は、建設機材、材料等を海上運搬す

るなど、極めて高度な技術と高い安全性、周囲の海域への環

境にも十分注意を払う事等が求められます。 

施工時期は ５月中旬から９月末までの予定ですが、当初

の目的を達成し、安全に工期中に工事終了することを、要望

すると共に、今回の特殊な工法、工事は今後の類似の修復工

事に反映して欲しい。 

又、高島炭鉱北渓井抗跡周辺環境整備工事は周辺環境を改



善する為の整備と説明を受けましたが、隣接する旧グラバ

ー別邸にも訪れる様な整備も今後検討して頂きたいと思い

ます。 

高島地区への誘客は高島全体の総合的な魅力を内外に周

知・広報する事も重要であると考えます。 

世界遺産の他にも、自生するサンゴ礁、高島トマト、高島ヒ

ラメのある高島の魅力を内外に広く発信し、高島地域セン

ターを中心に高島地区の更なる活性化に一層の努力を傾注

していただくことを要望します。 

又、長崎市内の世界遺産の案内板、標識、ロゴマークもより

見やすくなるよう、工夫、改善も検討して頂きたい。 

 

最後に、本定例会の開会日に市長の施政方針演説が有りま

した。その中で、それぞれの事業を更に進めていくにあたっ

ては、広く市民・議会の皆様に、タイミングを外さず、丁寧

に解りやすく情報をお伝えしていきます。 

という文章が記載をされています。 

人口減少が著しい長崎の活性化の礎になるため、平成 30年



度の本予算が適切に執行されることをお願いし、修正案に

賛成し」修正案を除く原案に対する賛成討論と致します。 

 


